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祥
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編
者
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呉
訥
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明
朝
第
六

代
皇
帝
英
宗
の
正
統
七
年
(一
四
四
二
）
八
月
に
書
い
た
「
祥
刑
要
覧

序
」
で
あ
る
。

【和
訳
】

む
か
し
、
舜
帝
や
周
王
朝
の
聖
君
は
、
刑
法
を
制
定
し
、
道
徳
の
教

え
を
周
知
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
助
け
と
し
ま
し
た
。
聖
君
が
裁
判
を
慎

重
に
行
お
う
と
す
る
意
思
は
、
詳
し
く
経
書
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
前

漢
・
後
漢
以
降
の
、
天
下
が
治
ま
る
こ
と
を
願
う
君
主
が
、
政
治
の
基

本
を
植
え
つ
け
る
方
法
も
ま
た
、
裁
判
を
慎
重
に
行
う
こ
と
こ
そ
が
最

優
先
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
我
が
明
朝
は
、
仁
義
を
理
念
と
し

て
国
家
を
建
設
し
ま
し
た
。
刑
罰
を
明
ら
か
に
し
法
律
を
定
め
る
に
当

た
っ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
裁
判
を
慎
重
に
行
う
こ
と
を
旨
と
し
て
い
ま

す
。
万
世
の
臣
民
は
な
ん
と
幸
せ
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
は
以
前
、
み
こ
と
の
り
を
受
け
、
監
察
御
史
(原
文
。
六
察
）
に

任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
律
文
を
手
に
取
っ
て
、
日
夜
、
研
究
し
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ま
し
た
。
さ
ら
に
、
経
伝
(「
経
」
は
儒
教
の
経
書
、「
伝
」
は
そ
の
注

釈
。）
の
教
訓
の
言
葉
、
及
び
古
今
の
裁
判
の
鑑
戒
を
記
し
た
文
章
を

抜
き
書
き
し
て
座
右
に
置
い
て
、
官
務
に
服
し
国
家
に
報
い
る
志
を
励

ま
し
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
昇
進
を
被
り
、
南
京
都
察
院
(原
文
。
留

台
）
を
つ
か
さ
ど
り
ま
し
た
。
敬
ん
で
職
務
に
勉
め
る
こ
と
十
年
に
及

ん
だ
末
、
老
齢
で
退
官
し
て
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
皇
帝

陛
下
の
御
恩
は
天
の
よ
う
に
広
大
で
あ
り
、
一
生
を
懸
け
て
も
報
い
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
ご
ろ
、
桂
万
栄
の
『
棠
陰
比
事
』
を
閲
読
し
て
、
そ
の
書
物
が

智
恵
や
思
慮
を
増
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

喜
び
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
訂
正
(原
文
。
緒
正
）
を
加
え
た
上
で
、
抜

き
書
き
し
て
お
い
た
経
伝
の
訓
言
及
び
古
今
の
裁
判
の
鑑
戒
の
後
に

『
棠
陰
比
事
』
を
附
し
、
全
体
を
「
祥
刑
要
覧
」
と
題
し
ま
し
た
。

あ
る
人
が
質
問
し
ま
し
た
。「
桂
万
栄
は
、『
棠
陰
比
事
』
を
刊
行
し

た
時
、
売
名
行
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
を
気
に
し
て
い
ま
し
た
。
あ

な
た
が
『
祥
刑
要
覧
』
を
刊
行
す
る
の
は
、
売
名
行
為
だ
と
思
わ
れ
る

恐
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
と
。
私
は
答
え
ま
し
た
。「
桂
万
栄
は
、
南

宋
の
寧
宗
(在
位
一
一
九
四
～
一
二
二
四
）
の
時
に
、
餘
干
県
(現
在

の
江
西
省
余
干
県
の
西
北
）
の
尉
(捕
盗
を
主
る
官
）
に
任
じ
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
彼
が
初
め
て
就
い
た
官
で
す
。
任
期
が
満
了
し
て
、
次

の
ポ
ス
ト
が
空
く
の
を
待
っ
て
い
る
間
に
『
棠
陰
比
事
』
を
刊
行
し
ま

し
た
。
で
す
か
ら
、
昇
進
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る

恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
す
。
今
、
私
は
、
七
十
歳
の
年
齢
(原
文
。
耋
老

之
年
）
で
、
門
を
閉
ざ
し
、
命
が
尽
き
る
の
を
待
っ
て
お
り
ま
す
。

い
っ
た
い
何
を
望
む
で
し
ょ
う
か
。
ま
し
て
や
現
在
、
聖
明
な
る
皇
帝

陛
下
が
上
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
も
ろ
も
ろ
の
裁
判
を
慎
重
に
行
わ

れ
(原
文
。
哀
矜
庶
獄
）、
我
が
明
王
朝
に
対
し
て
天
命
が
永
遠
に
下

さ
れ
続
け
る
こ
と
を
祈
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
現
今
の
明
王
朝
の
隆
ん
な

こ
と
は
、
全
盛
期
の
周
王
朝
に
並
び
ま
す
。
こ
の
『
祥
刑
要
覧
』
が

成
っ
た
こ
と
が
、
万
が
一
、
刑
罰
を
司
る
官
が
自
分
の
担
当
す
る
裁
判

を
慎
重
に
行
う
(原
文
。
式
敬
由
獄
。『
尚
書
』
立
政
の
周
公
の
言

葉
。）
こ
と
の
助
け
と
な
り
得
る
な
ら
ば
、
私
は
、
こ
の
ま
ま
死
ん
で

も
栄
誉
と
幸
福
と
に
恵
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。」
と
。
質
問
し
た

人
は
、
わ
か
り
ま
し
た
と
言
っ
て
退
き
ま
し
た
。
以
上
の
こ
と
を
記
し

て
序
と
し
ま
す
。

正
統
壬
戌
の
年
(七
年
）
の
秋
八
月
朔
日
、
嘉
議
大
夫
(正
三
品
）

都
察
院
左
副
都
御
史
致
仕
、
海
虞
(南
直
隷
蘇
州
府
常
熟
県
の
雅
称
。

常
熟
県
は
現
在
の
江
蘇
省
常
熟
市
。）
の
呉
訥
が
謹
ん
で
序
文
を
書
き
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ま
し
た
。

【原
文
】

祥
刑
要
覧
序

昔
在
、
虞
周
聖
君
、
制
刑
弼
教
。
其
欽
恤
之
意
、
具
見

経
。
両
漢
而

降
、
願
治
之
主
、
所
以
培
植
基
本
者
、
亦
未
有
不
以
致
謹
刑
獄
為
先
也
。

洪
惟
、
天
朝
以
仁
義
立
国
、
明
刑
定
律
、
一
以
欽
恤
為
本
。
万
世
臣
民
、

何
其
幸
歟
。
訥
、
曩
膺
詔
命
、
備
員
六
察
。
因
取
律
文
、
夙
夜
研
討
。

復
録
経
伝
訓
言
、
既
旦

古
今
法
戒
、
寘
於
左
右
、
用
厲
服
官
報
国
之
志
。

継

陞
典
留
台
。
黽
勉

職
、
始
終
十
載
、
獲
遂
帰
老
。
皇
恩
如
天
、

没
歯
無
報
。
間
閲
桂
氏
棠
陰
比
事
、
嘉
其
有
可
益
(東
洋
文
庫
所
蔵

『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
は
「
益
」
の
後
に
「
人
」
が
あ
る
。）
智
慮
。
因

為
緒
正
、
附
所
録
訓
戒
之
後
、
揔
題
曰
祥
刑
要
覧
。
或
問
之
曰
、
桂
氏

嘗
嫌
近
名
。

無
似
乎
。
訥
曰
、
万
栄
在
宋
寧
宗
時
、
筮
仕
餘
干
県
尉
。

秩
満
待
次
、
而
刊
其
書
。
故
有
干
進
之
嫌
。
今
愚
(「
愚
」
は
も
と

「
遇
」
に
作
る
。
同
上
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
に
従
っ
て
改
め
た
。）
以

耋
老
之
年
、
杜
門
待
盡
。
復
何
覬
哉
。
況
今
聖
明
在
上
、
哀
(「
哀
」

は
も
と
「
克
」
に
作
る
。
同
上
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
に
従
っ
て
改
め

た
。）
矜
庶
獄
、
祈
天
永
命
、
比
隆
成
周
。
是
編
之
成
、
万
分
有
一
、

得
為
司
祥
刑
者
、
式
敬
由
獄
之
助
、
訥
、
雖
死
、
与
有
栄
幸
焉
。
問
者

唯
而
退
。
因
書
為
序
。
正
統
壬
戌
秋
八
月
朔
、
嘉
議
大
夫
・
都
察
院
左

副
都
御
史
致
仕
、
海
虞
呉
訥
謹
序
。

【訓
読
】

祥
刑
要
覧
序

む
か
し
、
虞
周
の
聖
君
、
刑
を
制
し
教
を
弼
く
。
其
の
欽
恤
の
意
、

具
さ
に
経
に
見
わ
る
。
両
漢
よ
り
降
り
、
治
を
願
う
の
主
、
基
本
を
培

植
す
る
所
以
の
者
も
、
亦
た
未
だ
謹
み
を
刑
獄
に
致
す
を
以
て
先
と
為

さ
ざ
る
有
ら
ざ
る
な
り
。
こ
こ
に
お
も
う
に
、
天
朝
は
仁
義
を
以
て
国

を
立
つ
。
刑
を
明
ら
か
に
し
律
を
定
め
、
一
に
欽
恤
を
以
て
本
と
為
す
。

万
世
の
臣
民
、
い
か
に
其
れ
幸
い
な
る
か
。
訥
、
さ
き
に
詔
命
に
あ
た

り
、
六
察
に
員
に
備
わ
る
。
因
り
て
律
文
を
取
り
、
夙
夜
研
討
し
、
復

た
経
伝
の
訓
言
お
よ
び
古
今
の
法
戒
を
録
し
、
左
右
に
お
き
、
も
っ
て

官
に
服
し
国
に
報
ず
る
の
志
を
厲は

げ
ます
。
継
い
で
陞
を

り
留
台
を
つ
か

さ
ど
る
。
黽
勉
と
し
て
職
を

む
こ
と
始
終
十
載
。
帰
老
す
る
を
遂
ぐ

る
を
獲
た
り
。
皇
恩
、
天
の
如
し
。
歯
を
没
す
る
も
報
い
る
無
し
。
こ

の
ご
ろ
桂
氏
の
棠
陰
比
事
を
閲
し
、
其
の
、
智
慮
を
益
す
可
き
有
る
を

嘉
す
。
因
り
て
緒
正
を
為
し
、
録
す
る
所
の
訓
戒
の
後
に
附
し
、
揔
べ
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題
し
て
祥
刑
要
覧
と
曰
う
。
或
ひ
と
之
れ
に
問
い
て
曰
わ
く
、
桂
氏
、

嘗
て
、
名
に
近
づ
く
を
嫌
う
。
こ
れ
似
る
無
き
か
。
と
。
訥
曰
わ
く
、

万
栄
は
宋
の
寧
宗
の
時
に
在
り
て
、
餘
干
県
尉
に
筮
仕
す
。
秩
満
ち
次

を
待
ち
て
其
の
書
を
刊
す
。
故
に
干
進
の
嫌
い
有
り
。
今
、
愚
、
耋
老

の
年
を
以
て
、
門
を
杜
ぎ
盡
く
る
を
待
つ
。
復
た
何
を
の
ぞ
ま
ん
や
。

況
ん
や
今
、
聖
明
、
上
に
ま
し
ま
す
。
庶
獄
を
哀
矜
し
、
天
の
永
命
を

祈
り
、
隆
を
成
周
に
比
す
。
是
の
編
の
成
る
、
万
分
に
一
有
り
て
、
祥

刑
を
司
る
者
、
も
っ
て
由
獄
を
つ
つ
し
む
の
助
け
と
為
る
を
得
ば
、
訥
、

死
す
と
雖
も
、
栄
幸
あ
る
に
あ
ず
か
る
な
り
。
問
う
者
、
唯
し
て
退
く
。

因
り
て
書
し
て
序
と
為
す
。
正
統
壬
戌
秋
八
月
朔
、
嘉
議
大
夫
・
都
察

院
左
副
都
御
史
致
仕
、
海
虞
の
呉
訥
、
謹
ん
で
序
す
。
(若
山
拯
の
訓

読
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。）

「
訥
、
さ
き
に
詔
命
を
う
け
、
六
察
に
備
員
す
。」
と
あ
る
。「
六
察
」

は
監
察
御
史
の
こ
と
で
あ
る
。『
明
史
』
呉
訥
伝
に
、「
洪
熙
元
年
(一
四

二
五
）、
侍
講
学
士
沈
度
(一
三
五
七
～
一
四
三
四
）、
訥
の
経
明
行
修
な

る
を
薦
む
。
監
察
御
史
を
授
け
ら
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
復
た
経
伝
の
訓
言
お
よ
び
古
今
の
法
戒
を
録
す
。」
と
あ
る
が
、「
経

伝
訓
言
」
は
、『
祥
刑
要
覧
』
の
「
経
典
大
訓
」「
先
哲
論
義
」
の
章
に
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
古
今
法
戒
」
は
、『
祥
刑
要
覧
』
の
「
善
者

為
法
」「
悪
者
為
戒
」
の
章
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
継
い
で
陞
を

り
留
台
を
典
ど
る
。
黽
勉
と
し
て
職
を

む
こ
と
始

終
十
載
。
帰
老
す
る
を
遂
ぐ
る
を
獲
た
り
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
留

台
」
は
南
京
都
察
院
を
指
す
。『
明
史
』
呉
訥
伝
に
、「
(宣
徳
）
五
年

(一
四
三
〇
）
七
月
、
南
京
(都
察
院
）
右
僉
都
御
史
に
進
む
。
尋
い
で

(南
京
都
察
院
）
左
副
都
御
史
に
進
む
。
(中
略
）
(正
統
）
四
年
(一
四

三
九
）
三
月
、
老
を
以
て
致
仕
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
桂
氏
、
嘗
て
、
名
に
近
づ
く
を
嫌
う
。」
と
あ
る
の
は
、『
棠
陰
比

事
』
の
、
嘉
定
四
年
(一
二
一
一
）
に
書
か
れ
た
桂
万
栄
の
自
序
の
「
名

に
近
づ
く
を
嫌
わ
ず
、
こ
れ
を
木
に
き
ざ
ん
で
、
以
て
其
の
伝
を
広
め
ん

と
擬
す
。
(原
文
。
弗
嫌
於
近
名
、
擬
鋟
諸
木
、
以
広
其
伝
。）」
と
い
う

文
を
踏
ま
え
た
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、「
万
栄
、
宋
の
寧
宗
の
時
に
在
り

て
、
餘
干
県
尉
に
筮
仕
す
。
秩
、
満
ち
、
次
を
待
ち
て
、
其
の
書
を
刊

す
。」
と
あ
る
の
は
、
同
じ
く
桂
万
栄
の
自
序
の
「
開
礻喜
丁
卯
(三
年
。

一
二
〇
七
）
の
春
、
僕
、
饒
の
餘
干
(江
南
東
路
饒
州
餘
干
県
）
の
尉
を

以
て
、
郡
(饒
州
を
指
す
）
に
お
も
む
く
。
(原
文
。
開
礻喜
丁
卯
春
、
僕
、

以
饒
之
餘
干
尉
、
趨
郡
。）」「
既
に
し
て
東
帰
す
(故
郷
の
両
浙
東
路
慶

元
府
慈
溪
県
(現
在
の
浙
江
省
寧
波
市
の
北
西
）
に
帰
る
）。
参
選
し
て
、
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建
康
(江
南
東
路
建
康
府
。
現
在
の
江
蘇
省
南
京
市
）
の
犴
曹
(司
理
参

軍
の
こ
と
）
を
待
次
す
。
(原
文
。
既
而
東
帰
。
参
選
、
待
次
建
康
犴

曹
。）」
と
い
う
文
に
基
づ
く
言
葉
で
あ
る
。『
棠
陰
比
事
』
の
嘉
定
四
年

の
桂
万
栄
自
序
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
文
を
次
項
に
掲
げ
る
。

呉
訥
の
序
文
が
書
か
れ
た
年
月
日
が
「
正
統
壬
戌
(一
四
四
二
）
秋
八

月
朔
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
祥
刑
要
覧
』
が
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
の

は
、
景
泰
二
年
(一
四
五
一
）
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
で

説
明
す
る
通
り
で
あ
る
。

附
二
『
棠
陰
比
事
』
の
嘉
定
四
年
の
桂
万
栄
自
序

『
棠
陰
比
事
』
に
は
、
編
者
桂
万
栄
の
自
序
が
二
つ
附
い
て
い
る
。
一

つ
は
嘉
定
四
年
(一
二
一
一
）
の
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
端
平
元
年

(一
二
三
四
）
の
も
の
で
あ
る
。
岩
村
藩
が
刊
行
し
た
『
祥
刑
要
覧
』
を

含
め
て
、
江
戸
時
代
の
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
『
祥
刑
要
覧
』
に
は
、
端
平

元
年
の
桂
万
栄
序
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
嘉
定
四
年
の
も
の
は
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
明
の
蔡
清
(一
四
五
三
～
一
五
〇
八
）
が
著

し
た
『
易
経
蒙
引
』
の
巻
八
下
の
中
二
の
項
に
、「
祥
刑
要
覧
の
桂
氏
後

序
曰
わ
く
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
文
章
は
、『
棠
陰
比
事
』
の
嘉
定

四
年
の
桂
万
栄
自
序
の
文
章
で
あ
る
。

明
の
陳
察
(弘
治
十
五
年
(一
五
〇
二
）
の
進
士
）
が
呉
訥
の
『
祥
刑

要
覧
』
を
増
補
し
た
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
(東
洋
文
庫
所
蔵
）
に
も
、
嘉

定
四
年
の
桂
万
栄
序
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
に
は

正
徳
十
五
年
(一
五
二
〇
）
に
書
か
れ
た
編
者
陳
察
の
自
序
が
附
さ
れ
て

お
り
、『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
正
徳
十
五
年
以
降
で

あ
り
、
正
徳
三
年
(一
五
〇
八
）
に
蔡
清
が
歿
し
た
(『
明
史
』
巻
二
八

二
、
儒
林
伝
）
後
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
蔡
清
が
見
た
『
祥
刑

要
覧
』
は
、
呉
訥
が
編
集
し
た
、
も
と
の
『
祥
刑
要
覧
』
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
す
る
と
、
呉
訥
が
編
集
し
た
『
祥
刑
要
覧
』
に
は
、
本
来
、

『
棠
陰
比
事
』
の
嘉
定
四
年
の
桂
万
栄
自
序
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
嘉
定
四
年
の
桂
万
栄
序
の
全
文
を
次
に
掲
げ
る
。
テ
キ
ス

ト
に
は
『
四
明
叢
書
』
所
収
『
棠
陰
比
事
』
の
も
の
を
用
い
た
。

【和
訳
】

開
礻喜
三
年
(一
二
〇
七
）
の
春
、
私
は
、
江
南
東
路
饒
州
の
餘
干
県

(現
在
の
江
西
省
余
干
県
の
西
北
）
の
尉
(捕
盗
を
主
る
官
）
の
立
場

で
、
饒
州
(治
所
は
現
在
の
江
西
省
波
陽
県
）
の
役
所
に
赴
き
ま
し
た
。

州
院
(録
事
参
軍
が
執
務
す
る
官
舍
。
原
文
「
糾
曹
」）
の
書
架
は
書

物
で
一
杯
で
し
た
。
録
事
参
軍
(州
の
事
務
を
総
轄
し
、
鞫
獄
も
掌
る

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
(二
）

五

(四
〇
四
)



官
）
の
孫
起
予
さ
ん
は
武
林
(臨
安
府
の
雅
称
）
の
人
で
す
。
一
日
中
、

親
し
く
過
ご
し
て
い
る
う
ち
に
、
話
題
が
裁
判
の
事
に
及
び
ま
し
た
。

孫
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。

「
そ
も
そ
も
裁
判
を
司
る
官
は
、
実
に
人
民
の
命
を
司
る
官
で
あ
っ

て
、
天
心
の
向
背
、
国
家
の
命
脈
の
長
短
は
こ
れ
に
繋
っ
て
い
ま
す
。

他
の
職
掌
に
比
べ
て
、
と
り
わ
け
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
す
。
近
頃
、
本

州
鄱
陽
県
(現
在
の
江
西
省
波
陽
県
）
の
尉
司
の
胥
吏
が
殺
さ
れ
ま
し

た
。
夕
暮
れ
時
で
あ
っ
た
の
で
、
誰
が
犯
人
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

命
令
を
承
け
て
犯
人
捜
索
に
当
た
っ
た
役
人
は
、
間
も
な
く

達
と
い

う
者
を
捕
え
て
報
告
し
ま
し
た
。
証
拠
も
証
人
も
皆
そ
ろ
い
、
本
人
も

ま
た
罪
を
認
め
ま
し
た
。
か
つ
、
殺
害
計
画
に
加
わ
っ
た
と
し
て
、
三

人
の
弓
手
(県
尉
の
下
で
働
く
捕
盗
人
夫
）
が
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
各

人
の
供
述
書
を
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
一
つ
も
異
な
る
辞
句
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
私
に
疑
い
を
抱
か
せ
ま
し
た
。
私
は

州
知
事
の
も
と
へ
参
上
し
、
こ
の
事
件
の
判
決
を
延
期
し
て
下
さ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
改
め
て
、
犯
人
の
情
報
を
知
ら
せ
て

く
れ
た
者
に
賞
金
を
与
え
る
と
い
う
掲
示
札
を
立
て
、
広
く
聞
き
込
み

捜
査
を
行
っ
て
、
真
犯
人
を
追
求
さ
せ
ま
し
た
。
日
な
ら
ず
し
て
、
案

の
定
、
龔
立
と
い
う
名
の
真
犯
人
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
裁

判
を
正
し
く
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
も
し
真
犯
人
が
見
つ
か

ら
な
け
れ
ば
、
理
不
尽
に
も
四
人
の
罪
の
な
い
人
を
死
刑
に
追
い
や
っ

て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
し
た
。
無
実
の
罪
で
死
刑
に
な
っ
た
人
は
千
年
の

後
ま
で
恨
み
続
け
る
で
し
ょ
う
。
い
っ
た
い
誰
が
そ
の
責
任
を
取
る
の

で
し
ょ
う
か
。」

私
は
孫
起
予
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、
驚
い
て
襟
を
正
し
ま
し
た
。
そ

し
て
感
嘆
し
て
、「
孔
子
は
易
を
繰
り
返
し
読
ん
で
、
竹
簡
を
結
ぶ
ひ

も
が
三
度
も
切
れ
ま
し
た
。
孔
子
は
易
の
中
二
の
卦
に
「
獄
を
議
し
死

を
緩
く
す
。
(裁
判
を
慎
重
に
行
っ
て
、
死
刑
に
当
た
ら
な
い
人
が
死

刑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。）」
と
い
う
象
伝
を
特
に
加
え
ま
し
た
。

そ
し
て
古
の
裁
判
官
も
ま
た
、「
一
た
び
成
れ
ば
変
ず
可
か
ら
ざ
る
」

者
(『
礼
記
』
王
制
の
文
言
。
刑
を
意
味
す
る
。）
に
心
を
尽
く
し
ま
し

た
。
孫
さ
ん
は
こ
の
よ
う
な
、
裁
判
は
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
精
神
を
お
持
ち
で
す
。」
と
申
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
私
は
、
餘
干
県
尉
の
任
期
を
終
え
て
、
東
方
の
故
郷
、
慈

溪
県
(現
在
の
浙
江
省
寧
波
市
の
北
西
）
に
帰
り
ま
し
た
。
吏
部
に
赴

い
て
昇
任
資
格
の
審
査
を
受
け
(原
文
。
参
選
）、
江
南
東
路
建
康
府

(現
在
の
江
蘇
省
南
京
市
）
の
司
理
参
軍
(鞫
獄
を
掌
る
官
）
の
ポ
ス

ト
が
空
く
の
を
待
っ
て
お
り
ま
し
た
(原
文
。
待
次
建
康
犴
曹
）。
し

関
法
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ば
し
ば
孫
起
予
さ
ん
の
話
を
思
い
出
し
、
何
か
心
配
事
で
も
あ
る
の
か

と
ま
わ
り
か
ら
見
ら
れ
る
有
り
様
で
し
た
(原
文
。
若
有
隠
憂
。『
詩

経
』
邶
風
、
柏
舟
に
「
耿
耿
不
寐
、
如
有
隠
憂
。」
と
あ
る
。）。
そ
こ

で
、
ひ
ま
な
折
に
、
和
魯
公
父
子
の
『
疑
獄
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

裁
判
実
話
を
取
り
入
れ
、
開
封
(現
在
の
河
南
省
開
封
市
）
の
జ
公
の

『
折
獄
亀
鑑
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
裁
判
実
話
を
加
え
て
、
事
実
を
対

比
し
題
辞
を
対
句
に
し
(原
文
。
比
事
属
辞
。『
礼
記
』
経
解
に
「
属

辞
比
事
、
春
秋
教
也
。」
と
あ
る
。）、
対
句
に
し
た
題
辞
を
連
ね
て
七

十
二
韻
を
作
り
、『
棠
陰
比
事
』
と
名
づ
け
ま
し
た
。

お
よ
そ
私
と
志
を
同
じ
く
す
る
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
て
、

上
は
歴
代
皇
帝
陛
下
が
裁
判
を
慎
重
に
行
お
う
と
な
さ
っ
た
(原
文
。

欽
恤
）
御
意
を
体
し
、
下
は
和
魯
公
父
子
や
జ
公
が
裁
判
実
話
集
を
編

集
出
版
し
た
本
心
を
究
め
、
裁
判
に
対
し
て
神
経
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
思

慮
を
尽
く
し
て
、
本
書
が
収
め
て
い
る
話
を
架
空
の
話
と
は
思
わ
な
い

な
ら
ば
、
甘
棠
(や
ま
な
し
）
の
木
陰
(原
文
。
棠
陰
。
周
の
武
王
の

時
に
、
召
伯
が
南
土
を
巡
行
し
た
際
、
民
に
負
担
を
か
け
な
い
た
め
に
、

甘
棠
の
木
の
下
で
裁
判
を
行
っ
た
故
事
に
基
づ
く
言
葉
。
裁
判
所
を
意

味
す
る
。）
で
、
明
ら
か
な
道
徳
の
教
え
(原
文
。
明
教
。『
毛
詩
』
国

風
、
召
南
、
甘
棠
に
「
召
伯
之
教
、
明
於
南
国
。」
と
あ
る
。）
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
い
ば
ら
の
林
(原
文
。
棘
林
。『
礼
記
』

王
制
に
「
司
寇
、
正
刑
明
辟
、
以
聴
獄
訟
。
(中
略
）
大
司
寇
、
聴
之

棘
木
之
下
。」
と
あ
る
。
裁
判
所
を
意
味
す
る
。）
で
、
寃
死
者
が
幽
霊

に
な
っ
て
夜
に
哭
く
こ
と
が
無
く
な
る
で
し
ょ
う
(原
文
。
棘
林
無
夜

哭
。『
文
選
』
巻
三
十
六
、
王
融
「
永
明
九
年
策
秀
才
文
」
に
「
肺
石

少
不
寃
之
人
、
棘
林
多
夜
哭
之
鬼
。」
と
あ
る
。）。
そ
の
よ
う
に
裁
判

が
正
し
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
人
々
は
安
心
し
て
礼
の
規

範
に
従
っ
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
何
と
幸
せ
な
こ
と
で

し
ょ
う
(原
文
。
曷
勝
多
礼
之
幸
。
揚
雄
『
法
言
』
吾
子
に
「
狴
犴
使

人
多
礼
乎
。」
と
あ
る
。）。
そ
こ
で
、
売
名
行
為
と
見
ら
れ
る
の
を
厭

わ
ず
、
本
書
を
出
版
し
て
、
世
に
広
め
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

重
光
(『
爾
雅
』
釈
天
に
「
太
歳
(中
略
）
在
辛
曰
重
光
。」
と
あ
る
。

十
干
の
辛
を
指
す
。）
協
洽
(『
爾
雅
』
釈
天
に
「
太
歳
(中
略
）
在
未

曰
協
洽
。」
と
あ
る
。
十
二
支
の
未
を
指
す
。）
の
歳
(辛
未
。
開
礻喜
三

年
丁
卯
(一
二
〇
七
）
の
直
後
の
辛
未
の
年
は
、
嘉
定
四
年
(一
二
一

一
）
で
あ
る
。）、
閏
月
(嘉
定
四
年
の
閏
月
は
閏
二
月
。）
望
日
(十

五
日
）、
四
明
(桂
万
栄
の
故
郷
で
あ
る
慈
溪
県
が
属
す
る
両
浙
東
路

慶
元
府
の
雅
称
。
慶
元
府
と
紹
興
府
と
の
堺
に
四
明
山
が
あ
る
。）
の

桂
万
栄
が
序
を
記
し
ま
し
た
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
(二
）

七
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【原
文
】

棠
陰
比
事
序

開
礻喜
丁
卯
春
、
僕
以
饒
之
餘
干
尉
趨
郡
。
書
満
糾
曹
。
孫
公
起
予
、
武

林
人
也
。
留
款
竟
日
、
話
次
因
及
臬
事
。
謂
、
凡
典
獄
之
官
、
実
生
民

司
命
。
天
心
向
背
、
国
礻乍
修
短
、
係
焉
。
比
他
職
掌
、
尤
当
謹
重
。
近

者
、
番
昜
尉
胥
、
為
人
所
殺
。
昏
暮
莫
知
主
名
。
承
捕
之
吏
、
続
執
兪

達
以
告
。
証
左
皆
具
。
亦
既
承
伏
矣
。
且
(も
と
具
に
作
る
。
四
部
叢

刊
本
に
従
っ
て
改
め
た
。）
謀
連
三
弓
手
。
結
款
無
一
異
詞
。
某
独
不

能
無
疑
。
躬
造
台
府
、
請
緩
其
事
。
重
立
賞
榜
、
広
布
耳
目
、
俾
緝
正

囚
。
未
幾
、
果
得
龔
立
者
、
以
正
典
刑
。
不
然
、
横
致
四
無
辜
於
死
地
。

銜
寃
千
古
、
咎
将
誰
執
。
万
栄
聞
之
、
瞿
然
斂
衽
。
因
歎
、
吾
夫
子
、

三
絶
韋
編
、
特
著
其
議
獄
緩
死
之
象
於
中
二
。
而
古
之
君
子
、
亦
尽
心

於
一
成
不
可
変
者
。
公
其
有
焉
。
既
而
東
帰
、
参
選
待
次
建
康
犴
曹
。

屢
省
斯
事
、
若
有
隠
憂
。
遂
於
暇
日
、
取
和
魯
公
父
子
疑
獄
集
、
参
以

開
封
జ
公
折
獄
亀
鑑
、
比
事
属
辞
、
聯
成
七
十
二
韻
、
号
曰
棠
陰
比
事
。

凡
与
我
同
志
者
、
類
能
、
上
体
累
代
欽
恤
之
意
、
下
究
諸
公
編
劘
之
心
、

研
精
極
慮
、
不
謂
空
言
、
則
棠
陰
著
明
教
、
棘
林
無
夜
哭
。
曷
勝
多
礼

之
幸
。
是
用
、
弗
嫌
於
近
名
、
擬
鋟
諸
木
、
以
広
其
伝
。
歳
在
重
光
協

洽
、
閏
月
望
日
、
四
明
桂
万
栄
序
。

【訓
読
】

棠
陰
比
事
序

開
礻喜
丁
卯
の
春
、
僕
、
饒
の
餘
干
の
尉
を
以
て
郡
に
趨
く
。
書
、
糾
曹

に
満
つ
。
孫
公
起
予
は
武
林
の
人
な
り
。
款
を
留
む
る
こ
と
竟
日
、
話

次
、
臬
事
に
因
及
す
。
謂
う
。
凡
そ
典
獄
の
官
は
、
実
に
生
民
の
司
命

な
り
。
天
心
の
向
背
、
国
祚
の
修
短
、
こ
れ
に
係
る
。
他
の
職
掌
に
比

し
て
、
尤
も
当
に
謹
重
た
る
べ
し
。
近
ご
ろ
、
番
昜
の
尉
胥
、
人
の
殺

す
と
こ
ろ
と
為
る
。
昏
暮
に
し
て
主
名
を
知
る
莫
し
。
承
捕
の
吏
、
つ

い
で

達
を
執
ら
え
て
以
て
告
ぐ
。
証
左
、
皆
具
わ
る
。
亦
た
既
に
承

伏
す
。
且
つ
謀
り
ご
と
三
弓
手
に
連
な
る
。
結
款
、
一
の
異
詞
無
し
。

某
、
独
り
疑
い
無
き
能
わ
ず
。
躬
ら
台
府
に
い
た
り
、
其
の
事
を
緩
め

ん
こ
と
を
請
う
。
重
ね
て
賞
榜
を
立
て
、
広
く
耳
目
を
布
き
、
正
囚
を

と
ら
え
し
む
。
未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
、
果
た
し
て
龔
立
な
る
者
を
得
、

以
て
典
刑
を
正
し
た
り
。
然
ら
ず
ん
ば
、
ま
げ
て
四
無
辜
を
死
地
に
致

さ
ん
。
寃
を
千
古
に
銜
み
、
咎
、
は
た
誰
か
執
ら
ん
。
と
。
万
栄
こ
れ

を
聞
き
、
瞿
然
と
し
て
衽
を
斂
む
。
因
り
て
歎
ず
。
吾
が
夫
子
、
三
た

び
韋
編
を
絶
ち
、
特
に
其
の
議
獄
緩
死
の
象
を
中
二
に
著
わ
す
。
而
し

て
古
の
君
子
も
亦
た
、
心
を
一
成
し
て
変
ず
可
か
ら
ざ
る
者
に
尽
く
す
。

公
、
其
れ
こ
れ
有
り
。
と
。
既
に
し
て
東
帰
し
、
参
選
し
て
建
康
の
犴
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曹
を
待
次
す
。
し
ば
し
ば
斯
の
事
を
省
み
、
隠
憂
有
る
が
ご
と
し
。
遂

に
暇
日
に
於
い
て
、
和
魯
公
父
子
の
疑
獄
集
を
取
り
、
参
す
る
に
開
封

の
జ
公
の
折
獄
亀
鑑
を
以
て
し
、
事
を
な
ら
べ
辞
を
あ
わ
せ
、
七
十
二

韻
を
聯
成
し
、
号
し
て
棠
陰
比
事
と
曰
う
。
凡
そ
我
と
志
を
同
じ
く
す

る
者
、
能
に
類し

た
がい
、
上
は
累
代
欽
恤
の
意
を
体
し
、
下
は
諸
公
編

の

心
を
究
め
、
精
を
研
き
慮
を
極
め
、
空
言
と
お
も
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
棠

陰
に
明
教
を
著
わ
し
、
棘
林
に
夜
哭
無
か
ら
ん
。
曷
ん
ぞ
多
礼
の
幸
に

勝
え
ん
や
。
是
を
用
て
、
近
名
を
嫌
わ
ず
、
こ
れ
を
木
に
き
ざ
み
、
以

て
其
の
伝
を
広
め
ん
と
擬
す
。
歳
は
重
光
協
洽
に
在
り
。
閏
月
望
日
。

四
明
の
桂
万
栄
、
序
す
。

桂
万
栄
の
略
歴
は
、
天
順
五
年
(一
四
六
一
）
に
成
っ
た
『
大
明
一
統

志
』
の
巻
四
十
六
、
寧
波
府
、
人
物
の
項
に
、「
桂
万
栄
。
慈
溪
の
人
。

慶
元
初
の
進
士
。
州
郡
を
歴
典
し
、
至
る
と
こ
ろ
声
有
り
。
直
秘
閣
に
終

わ
る
。
棠
陰
比
事
を
著
わ
し
、
世
に
行
わ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
宝

慶
四
明
志
』
巻
十
に
拠
れ
ば
、
桂
万
栄
は
慶
元
二
年
(一
一
九
六
）
の
進

士
で
あ
る
。

「
孫
公
起
予
は
武
林
の
人
な
り
。」
と
あ
る
が
、『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
六

十
一
の
「
国
朝
進
士
表
」
に
拠
れ
ば
、
孫
起
予
は
淳
煕
十
一
年
(一
一
八

四
）
の
進
士
で
あ
る
。
清
の
雍
正
十
三
年
(一
七
三
五
）
に
成
っ
た
『
浙

江
通
志
』
(四
庫
全
書
所
収
）
の
巻
一
二
六
、
選
挙
、
宋
進
士
、
淳
煕
十

一
年
甲
辰
衛
涇
榜
の
項
に
は
、
孫
起
予
は
「
富
陽
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
富
陽
」
は
臨
安
府
富
陽
県
(現
在
の
浙
江
省
富
陽
県
）
で
あ
る
。
臨
安

府
の
雅
称
が
「
武
林
」
で
あ
り
、「
武
林
」
は
西
湖
の
西
側
の
諸
山
の
総

称
で
あ
る
。
な
お
、『
宝
慶
四
明
志
』
巻
十
、
叙
人
、
進
士
、
嘉
定
七
年

(一
二
一
四
）
袁
甫
榜
の
項
に
、
父
の
孫
枝
と
同
時
に
進
士
に
合
格
し
た

孫
起
予
の
名
が
見
え
る
が
、
棠
陰
比
事
序
に
登
場
す
る
孫
起
予
と
は
別
人

で
あ
る
。

「
既
に
し
て
東
帰
、
参
選
し
、
建
康
犴
曹
を
待
次
す
。」
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
餘
干
県
尉
の
任
期
が
満
ち
て
、
国
都
臨
安
府
に
赴
い

て
、
吏
部
に
出
頭
し
て
成
績
審
査
を
受
け
、
建
康
府
の
司
理
参
軍
に
昇
任

さ
せ
る
辞
令
を
授
け
ら
れ
て
、
故
郷
の
慈
溪
県
に
帰
り
、
そ
の
ポ
ス
ト
が

空
く
の
を
待
っ
て
い
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
待
次
」
の
語
に
つ
い

て
は
、
竺
沙
雅
章
「
宋
代
官
僚
の
寄
居
に
つ
い
て
」
(『
東
洋
史
研
究
』
第

四
十
一
巻
第
一
号
掲
載
、
昭
和
五
十
七
年
）
に
説
明
が
あ
る
。

「
遂
に
暇
日
に
於
い
て
、
和
魯
公
父
子
の
疑
獄
集
を
取
り
、
参
す
る
に

開
封
の
జ
公
の
折
獄
亀
鑑
を
以
て
し
、
事
を
比な

ら

べ
辞
を
属あ

わ
せ
、
七
十
二

韻
を
聯
成
し
、
号
し
て
棠
陰
比
事
と
曰
う
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
和
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魯
公
父
子
の
疑
獄
集
」
と
は
、
五
代
後
晋
の
宰
相
和
凝
(八
九
八
～
九
五

五
）
及
び
そ
の
第
四
子
の

(九
五
一
～
九
九
五
）
が
編
集
し
た
裁
判
実

話
集
『
疑
獄
集
』
三
巻
の
こ
と
で
あ
る
。
和
凝
は
後
漢
の
高
祖
(在
位
九

四
七
～
九
四
八
）
の
時
に
魯
国
公
に
封
じ
ら
れ
た
の
で
(『
新
五
代
史
』

巻
五
十
六
、
和
凝
伝
）、
こ
こ
で
「
和
魯
公
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
和
凝
父
子
の
『
疑
獄
集
』
は
、
上
巻
に
和
凝
が
集
め
た
二
十
九
話
が

収
め
ら
れ
、
下
二
巻
に
和

が
集
め
た
三
十
八
話
が
収
め
ら
れ
て
い
た

(『
玉
海
』
巻
六
十
七
、
詔
令
、
刑
制
、
紹
興
折
獄
亀
鑑
）。
四
庫
全
書
に

収
録
さ
れ
て
い
る
『
疑
獄
集
』
十
巻
は
、
明
の
張
景
(嘉
靖
二
年
(一
五

二
三
）
の
進
士
）
が
編
集
し
た
『
補
疑
獄
集
』
六
巻
を
除
く
、
は
じ
め
の

四
巻
が
、
和
凝
父
子
が
編
集
し
た
『
疑
獄
集
』
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
の
第
四
巻
に
輯
め
ら
れ
て
い
る
話
は
、
す
べ
て

後
人
が
妄
増
し
た
も
の
で
あ
り
(楊
奉
琨
『
疑
獄
集
・
折
獄
亀
鑑
校
釈
』

(復
旦
大
学
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）「
前
言
」）、
は
じ
め
の
三
巻
も
、
和

凝
父
子
が
編
集
し
た
『
疑
獄
集
』
の
も
と
の
姿
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
(拙
稿
「
和
氏
父
子
撰
『
疑
獄
集
』
の
整
理
」
(『
関
西
大

学
法
学
論
集
』
第
五
十
一
巻
第
六
号
掲
載
、
平
成
十
四
年
）
第
三
節
）。

「
開
封
の
జ
公
の
折
獄
亀
鑑
」
と
は
、
北
宋
の
宣
和
六
年
(一
一
二

四
）
の
進
士
で
あ
る
జ
克
が
、
南
宋
の
紹
興
三
年
(一
一
三
三
）
に
高
宗

が
降
し
た
恤
刑
詔
を
読
ん
で
刺
激
を
受
け
、
和
凝
父
子
の
『
疑
獄
集
』
を

増
補
し
て
編
ん
だ
(余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
辨
証
』
(科
学
出
版
社
、
一
九

五
八
年
）
巻
十
一
、
子
部
二
、
折
獄
亀
鑑
八
巻
）『
折
獄
亀
鑑
』
の
こ
と

で
あ
る
。『
折
獄
亀
鑑
』
は
、
永
楽
大
典
か
ら
録
出
さ
れ
た
も
の
が
四
庫

全
書
に
収
め
ら
れ
、
ほ
ぼ
完
存
し
て
い
る
。
各
話
の
主
人
公
で
あ
る
裁
判

官
の
姓
名
を
標
題
と
し
た
二
百
八
十
話
が
「
釈
寃
」「
辨
誣
」
等
の
二
十

門
の
下
に
配
列
さ
れ
、
各
話
の
後
に
編
者
జ
克
が
コ
メ
ン
ト
を
附
し
て
い

る
。
జ
克
の
コ
メ
ン
ト
に
別
の
裁
判
実
話
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ

り
、
一
方
、
二
百
八
十
話
の
中
に
は
重
出
が
あ
る
の
で
、『
折
獄
亀
鑑
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
裁
判
実
話
の
合
計
は
三
百
八
十
二
話
と
な
る
。

「
事
を
比な

ら

べ
辞
を
属あ

わ
せ
、
七
十
二
韻
を
聯
成
す
。」
と
あ
る
の
は
、

次
の
よ
う
に
各
話
を
配
列
し
、
各
話
に
標
題
を
つ
け
た
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。『
疑
獄
集
』
及
び
『
折
獄
亀
鑑
』
の
中
か
ら
、
二
話
ず
つ
組
み
合

わ
せ
な
が
ら
、
百
四
十
四
話
を
選
び
出
し
、
各
話
に
四
字
の
標
題
を
つ
け
、

組
み
合
わ
せ
た
二
話
の
標
題
が
対
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
例
え
ば
、『
棠

陰
比
事
』
の
第
一
話
の
標
題
「
向
相
訪
賊
」
と
第
二
話
の
標
題
「
銭
推
求

奴
」
は
、「
向
」
と
「
銭
」
が
各
話
の
主
人
公
の
姓
で
あ
り
、「
相
」
と

「
推
」
が
各
話
の
主
人
公
の
官
職
で
あ
る
「
丞
相
」
と
「
推
官
」
の
略
で

あ
り
、「
訪
賊
(賊
を
訪
ぬ
）」
と
「
求
奴
(奴
を
求
む
）」
が
、
動
詞
と
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目
的
語
を
使
っ
て
、
各
話
の
内
容
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
対
に
し
た

二
つ
の
標
題
を
一
聯
と
数
え
、
並
ん
だ
奇
数
聯
と
偶
数
聯
が
脚
韻
を
踏
む

よ
う
に
す
る
。
例
え
ば
、
第
一
聯
「
向
相
訪
賊
、
銭
推
求
奴
。」
と
第
二

聯
「
曹
攄
明
婦
、
裴
均
釈
夫
。」
で
は
、「
奴
」
と
「
夫
」
が
同
韻
で
あ
る
。
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